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あじさいは栃木市
の花です。あじさい
の大花は、在宅医

療・介護関係者の連
携の象徴です。

今回は、

介護保険サービスの中の　

『訪問介護』　について
紹介します。

『訪問介護』
　　とは？・・・

できるだけ、自宅で住み続けられるように支援するサービスです。
心身の自立支援や重症化予防の観点から支援します。　
日常生活に介助が必要な方の自宅を訪問し、食事　排泄　

　　入浴　家事等の介助を行います。
ケアマネジャーの作成するケアプランに沿って行います。
前提として、利用されるご本人だけを対象としたサービスです。

※訪問介護員とは、

　介護福祉士　や　ホームヘルパー　などの有資格者です。

どんな事をするの？・・

訪問介護で受けられるサービス

身体介護サービス

◎食事介助　◎入浴介助
◎排泄介助　◎歩行介助
◎移乗介助　◎清拭
◎更衣介助

生活援助サービス

◎掃除　　 ◎洗濯
◎買い物　◎食事準備

まずは、市役所
で介護認定を
受けてください

「身体介護」　や　「生活支援」　を行います。



　　　　　　　　　　栃木市在宅医療・介護連携推進室
発行元　　　　　　　           栃木市在宅医療・介護連携推支援センター　
問い合わせ先　　　　            （通称　あじさいセンター）　　　　　　　☎　０２８２－２１－７１９６
　　　　　　　　　　            　栃木市地域包括ケア推進課　　　　　　　　☎　０２８２－２１－２２４７

利用者以外の方の洗濯・

掃除・買い物・布団干し

来客の応接
（お茶、食事の手配等）

草むしり・花木の水造り
植木の剪定等の園芸 家具・電気器具等の

移動・修繕・模様替え
大掃除・窓のガラス磨き・
床のワックスがけ

★介護保険以外のサービス（自費）であれば、対応できる事業所も
　あります。ご利用される事業所にご相談ください。

利用者本人が生活を送るうえで、出来ないことを援助することが基本です。　

家政婦さんやお手伝いさんとは異なるため、頼めることに制約があります。

YouTubeチャンネルのご案内

栃木市在宅医療・介護連携推進事業で行ったシンポジウム　　　　　　チャンネルは
などの動画を配信しています。ぜひご覧ください。　　　　　　　　　　　こちらから→

【最新動画】

　令和７年度　栃木市在宅医療・介護推進事業連携シンポジウム

　　　住み慣れた家や地域で暮らし続けるために

　　～人生会議（ACP）とは？今から話し合ってみませんか～

あじさいセンターからのおしらせ

過去のあじさいだよりは、　『栃木市　あじさいだより』　で検索！

正月・節供等のために日常より
特別な手間をかけて行う料理

主として利用者が
使用する居室以外の掃除

自家用車の洗車・清掃

犬の散歩等ペットの世話


